
栃木県農業試験場における公的研究費の内部監査規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、「栃木県農業試験場における公的研究費の運営管理規程」（令和２年８月１

日制定）第 17 条に基づき、公的研究費（以下「研究費」という。）に係る内部監査（以下「監

査」という。）の実施に関し必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 監査は、研究費の適正な管理を図ることを目的とする。 

 

（監査部門の設置） 

第３条 研究機関に、最高管理責任者の直轄組織として、監査部門を設置する。 

２ 監査責任者は次長兼研究開発部長とし、管理課及び研究開発部の職員の内、監査対象の当事

者及び利害関係者を除く者の中から監査員若干名を指名するものとする。 

  

（監査員の権限） 

第４条 監査員は、監査を実施するに当たり、監査の対象部門等、関係部門等に対して関係資料

の提出、事実の説明、報告その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。 

 

（監査対象部門の協力義務） 

第５条 監査の対象部門等は、円滑かつ効率的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければ

ならない。 

 

（監査の実施） 

第６条 監査部門は、研究費の管理・運営が適正に執行されているかを年１回、公的研究費によ

る研究課題の 10％以上の件数を抽出し、監査する。 

２ 監査の対象は、研究費の種別、研究者の所属、研究費の規模、リスクアプローチの観点等を

考慮し、最高管理責任者が選定する。 

３ 監査は、会計書類の検査、関係職員へのヒアリング並びに購入物品の現物確認等により実施

する。 

 

（監査結果の報告等） 

第７条 監査部門は、監査が終了したときは、監査報告書を作成し、速やかにその結果を監査責

任者を経由して最高管理責任者に報告しなければならない。 

２ 監査責任者は、最高管理責任者に報告した監査報告書について、当該監査対象者に報告しな

ければならない。 

３ 最高管理責任者は、監査の結果、不正発生要因が把握された場合は、これを分析し、コンプ

ライアンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周知を図り、機関全体として同様のリスク

が発生しないよう徹底する。 

 

（監査の効率化及び適正化） 

第８条 監査の実施に当たっては、過去の内部監査や統括管理責任者及びコンプライアンス推進

責任者が実施するモニタリングを通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見



直し、効率化・適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者（公認会計士や他の機関で監

査業務の経験のある者等）を活用して内部監査の質の向上を図る。 

２ 監査部門は、効率的・効果的かつ多角的な監査を実施するために、監事との連携を強化し、

必要な情報提供等を行うとともに、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況やモニタリン

グ、監査の手法、研究費の運営・管理の在り方等について定期的に意見交換を行う。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和２年８月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この改正は、令和５年９月１日から施行する。 

 


